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菅
原
道
真
「
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
」
考

李
　
筱
硯

は
じ
め
に

平
安
時
代
、
国
家
的
行
事
の
一
環
と
し
て
、
仁
王
会
が
屢
々
開
催
さ
れ
て
い
た
。
仁
王
会
と
は
、『
仁
王
経(1)
』
を
講
読
し
て
国
家
の
鎮
護
、
災

難
の
除
去
及
び
祥
瑞
の
招
来
を
祈
る
法
会
で
あ
る
。
天
皇
の
即
位
に
際
し
て
行
わ
れ
る
一
代
一
度
の
仁
王
会
及
び
春
秋
二
季
定
期
的
に
行
わ
れ
る

仁
王
会
の
ほ
か
、
災
害
・
兵
乱
・
疫
癘
な
ど
臨
時
的
な
事
件
・
事
態
の
発
生
に
伴
っ
て
催
さ
れ
る
臨
時
仁
王
会
も
あ
る
。
平
安
前
期
の
寛
平
か
ら

延
喜
の
間
に
は
、
疫
癘
・
旱
魃
・
兵
乱
な
ど
を
収
め
る
た
め
に
、
臨
時
仁
王
会
が
幾
度
も
開
か
れ
て
い
た
。

仁
王
会
で
は
呪
願
文
が
よ
く
作
成
さ
れ
て
い
た
。
呪
願
文
は
仏
事
の
場
で
作
成
・
読
誦
さ
れ
る
文
体
の
一
つ
で
あ
り
、
四
六
駢
文
で
書
か
れ
た

願
文
と
異
な
り
、
偈
文
の
よ
う
に
四
字
句
を
長
く
連
ね
て
書
か
れ
る
も
の
で
あ
る(2)
。
呪
願
文
の
作
成
は
、
当
時
屈
指
の
文
人
が
担
当
す
る
の
が
通

例
で
あ
る(3)
。
寛
平
・
昌
泰
年
間
の
臨
時
仁
王
会
で
作
成
さ
れ
た
呪
願
文
の
多
く
は
、
菅
原
道
真
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
寛
平
五

年
（
八
九
三
）
閏
五
月
十
八
日
、
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
十
月
十
七
日
、
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
三
月
十
九
日
、
昌
泰
元
年
（
八
九
八
）
六
月
二

十
六
日
付
け
の
四
篇
が
現
存
し
て
い
る
（『
菅
家
文
草
』
巻
十
二
、『
本
朝
文
集
』
巻
三
十
）。

呪
願
文
に
つ
い
て
は
、
後
藤
昭
雄
氏
の
「
呪
願
文
考
序
説
」
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
論
考
に
お
い
て
、
分
類
や
文
型
の
変
遷
な
ど
、
基
礎
的
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な
問
題
が
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る(4)
。
し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
道
真
の
四
篇
の
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
は
詳
し
く
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
、
未
だ
本
格
的

に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
平
安
時
代
の
代
表
的
な
文
人
の
一
人
で
あ
る
道
真
は
ど
の
よ
う
に
従
来
の
呪
願
文
の
伝
統
を
継
承
し
て
、
臨
時
仁
王
会

と
い
う
国
家
的
行
事
に
臨
ん
だ
か
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
構
成
・
典
拠
・
表
現
の
面
か
ら
、
こ
の
四
篇
の
呪
願
文
を
詳
し
く
読

み
解
き
た
い
。

一
　
菅
原
道
真
「
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
」
の
構
成

ま
ず
、
菅
原
道
真
が
作
っ
た
「
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
」
の
構
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
現
存
す
る
道
真
作
の
四
篇
の
呪
願
文
は
す
べ
て
同
じ
構

成
方
法
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
最
初
の
寛
平
五
年
の
も
の
を
例
と
し
て
道
真
作
の
呪
願
文
の
構
成
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

①
国
主
皇
帝
、
帰
命
頂
礼
、
仁
王
般
若
、
波
羅
蜜
経
。
発
願
無
レ
辺
、
所
以
者
何
。

②
去
歳
有
レ
疫
、
往
往
言
上
、
今
年
痛
甚
、
家
家
病
死
、
城
外
城
中
、
累
レ
旬
累
レ
月
。
衆
生
何
罪
、
遭
二
此
天
刑
一
、
一
人
之
過
、
延
二
於
海
内
一
。

至
心
懺
悔
、
三
業
六
根
、
合
掌
帰
依
、
十
方
諸
仏
。

③
寛
平
五
載
、
夏
閏
五
月
、
十
有
八
日
、
乙
酉
良
辰
、
遠
羅
城
門
、
近
清
涼
殿
、
城
内
諸
司
、
都
辺
数
寺
、
百
講
開
座
、
二
時
説
経
、
幡
蓋
荘

厳
、
香
花
供
養
。

④
心
不
二
弐
心
一
、
欲
レ
消
二
疫
癘
一
、
念
無
二
餘
念
一
、
欲
レ
済
二
人
民
一
、
既
沈
レ
困
者
、
願
早
除
愈
、
未
二
初
病
一
者
、
願
先
遠
離
。
亦
復
攸
レ
愧
、

頻
年
不
レ
登
、
倉
庫
履
空
、
飢
謹
難
レ
免
、
功
徳
之
餘
、
専
祈
二
五
穀
一
、
甘
雨
順
レ
時
、
暴
風
永
断
、
秋
実
全
収
、
餘
根
栖
レ
畝
、
世
間
安
楽
、

撃
レ
壌
成
レ
歌
。
復
次
所
レ
患
、
東
西
奏
聞
、
兵
刃
不
レ
閑
、
城
塞
有
レ
警
、
善
根
之
潤
、
遠
鎮
二
二
方
一
、
野
心
調
和
、
海
賊
消
滅
。
大
鉄
囲
下
、

恒
沙
界
中
、
知
之
不
レ
知
、
同
昇
二
覚
道(5)
一
。

呪
願
文
の
冒
頭
①
で
は
、
ま
ず
在
位
す
る
天
皇
（
寛
平
五
年
の
場
合
は
宇
多
天
皇
）
が
『
仁
王
経
』
の
説
く
仏
法
に
帰
依
し
て
い
る
こ
と
を
述
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べ
、
発
願
の
意
を
表
明
す
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
仏
法
や
経
典
、
特
に
『
仁
王
経
』
を
賛
美
す
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
昌
泰
元
年
の
呪
願

文
の
冒
頭
は
「
仏
語
真
実
、
帰
二
命
経
王
一
、
法
会
荘
厳
、
成
二
就
功
徳
一
」
と
な
っ
て
お
り
、
経
典
や
法
会
な
ど
に
よ
る
功
徳
が
讃
え
ら
れ
て
い

る
。
続
け
て
②
で
は
、
発
願
の
理
由
を
述
べ
る
。
疫
癘
や
飢
饉
な
ど
の
災
害
が
発
願
の
背
景
と
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
寛
平
五
年

の
呪
願
文
で
は
、
昨
年
度
々
報
告
さ
れ
て
い
た
疫
癘
は
今
年
に
入
っ
て
ま
す
ま
す
深
刻
に
な
り
、
街
の
内
外
に
は
病
死
者
が
多
く
、
疫
病
の
蔓
延

が
と
ど
ま
り
な
く
数
カ
月
間
続
い
た
と
い
う
。
そ
の
惨
状
を
描
い
た
後
、
天
皇
が
自
分
の
罪
を
懺
悔
し
、
改
め
て
仏
に
帰
依
す
る
意
向
を
言
明
す

る
。
さ
ら
に
、
③
で
は
仁
王
会
の
様
子
を
詳
ら
か
に
描
く
。
こ
こ
で
年
月
日
、
場
所
及
び
行
事
の
内
容
ま
で
詳
し
く
述
べ
る
。
最
後
に
、
④
の
部

分
で
は
、「
願
」
の
内
容
を
述
べ
る
。
災
厄
に
よ
っ
て
祈
願
の
内
容
は
変
わ
る
が
、
寛
平
五
年
の
呪
願
文
の
場
合
は
主
に
四
つ
の
願
望
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
ま
ず
は
疫
癘
の
消
除
で
あ
る
。
既
に
疫
病
に
か
か
っ
た
人
は
早
く
回
復
し
、
罹
患
し
て
い
な
い
人
は
疫
癘
に
見
舞
わ
れ
な
い
よ
う
に
と

祈
願
す
る
。
次
は
五
穀
の
豊
穣
で
あ
る
。
古
代
で
は
疫
癘
は
よ
く
凶
作
及
び
そ
れ
に
伴
う
飢
饉
と
同
時
に
発
生
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
凶
作
・

飢
饉
の
現
状
を
述
べ
た
後
、
暴
風
の
終
息
、
甘
雨
・
豊
作
の
到
来
が
祈
ら
れ
て
い
る(6)
。
さ
ら
に
、
兵
事
の
終
息
も
「
願
」
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

東
西
の
要
塞
で
は
兵
備
を
整
え
て
お
り
、
海
賊
な
ど
に
よ
る
反
乱
も
懸
念
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
状
況
を
受
け
て
、
兵
乱
が
収
ま
る
よ
う
祈
ら
れ

て
い
る(7)
。
最
後
に
は
、
悟
り
を
開
く
願
い
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
真
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
四
篇
の
臨
時
仁
王
会
の
呪
願
文
は
す
べ
て
、

①
『
仁
王
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
経
典
を
讃
え
た
う
え
で
、
帰
依
・
発
願
の
意
欲
を
表
明
し
、

②
発
願
す
る
背
景
・
国
が
直
面
し
た
困
難
を
説
明
し
、

③
仁
王
会
の
盛
大
な
様
子
を
描
き
、

④
疫
癘
の
除
去
・
豊
作
・
兵
事
の
終
息
・
国
家
の
鎮
護
な
ど
「
願
」
の
内
容
を
詳
ら
か
に
述
べ
る

と
い
う
構
成
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
成
法
は
道
真
が
創
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
次
の
時
代
の
文
人
層
に
継
承
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
道
真

以
前
、
以
後
に
作
ら
れ
た
呪
願
文
と
比
較
し
て
み
た
い
。

後
藤
昭
雄
氏
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
現
存
す
る
呪
願
文
の
う
ち
、
道
真
よ
り
も
早
く
作
ら
れ
た
も
の
は
五
篇
あ
る
と
い
う
。
そ
の
題
目
、
作
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者
、
出
典
並
び
に
作
成
年
時
を
左
に
挙
げ
る
。

１　

仁
王
会
呪
願
文 

空
海
（
類
聚
国
史
巻
一
七
七
、
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
巻
八
）
天
長
二
年
閏
七
月
一
九
日

２　

仁
王
会
呪
願
文 

未
詳
（
続
日
本
後
紀
承
和
一
四
年
閏
三
月
一
五
日
条
、
類
聚
国
史
巻
一
七
七
） 

３　

仁
王
会
呪
願
文 

未
詳 （
三
代
実
録
貞
観
二
年
四
月
二
九
日
条
、
類
聚
国
史
巻
一
七
七
） 

４　

東
大
寺
盧
舎
那
仏
供
養
呪
願
文 

菅
原
是
善 （
三
代
実
録
貞
観
三
年
三
月
一
四
日
条
） 

５　

仁
王
会
呪
願
文 
未
詳 （
三
代
実
録
元
慶
二
年
四
月
二
九
日
条
、
類
聚
国
史
巻
一
七
七
） 

こ
れ
ら
の
五
篇
の
呪
願
文
は
、
い
ず
れ
も
『
類
聚
国
史
』
や
『
三
代
実
録
』
な
ど
道
真
が
編
纂
に
携
わ
っ
た
史
書
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
道
真

も
読
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
現
存
す
る
最
古
の
天
長
二
年
閏
七
月
一
九
日
空
海
の
仁
王
会
呪
願
文
の
構
成
方
法
と
道
真
の
そ
れ
と

を
比
較
し
た
い
。
な
お
、
後
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
空
海
の
こ
の
呪
願
文
は
、『
類
聚
国
史
』
で
は
一
篇
の
文
章
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は

前
半
と
後
半
そ
れ
ぞ
れ
別
種
な
文
章
で
あ
る
と
い
う(8)
。
そ
の
う
ち
、
後
半
部
分
は
四
字
句
の
表
現
が
多
く
、
道
真
の
呪
願
文
の
性
質
と
近
い
か

ら
、
そ
れ
の
み
を
比
較
対
象
と
し
た
い
。

開
題

①
惟
照
陽
之
大
荒
、
白
蔵
之
初
節
、
城
中
一
大
諸
天
所
子
、
洗
レ
身
澄
レ
心
、
投
誠
帰
命
。
敢
告
二
乎
仏
駄
、
達
磨
、
僧
伽
一
。

②
夫
高
天
不
レ
覆
、
人
民
何
生
、
厚
地
不
レ
載
、
草
木
誰
憑
。
所
生
之
尤
霊
、
惟
人
為
レ
貴
。
為
レ
貴
之
原
、
惟
君
惟
王
。
君
是
人
父
、
民
則
君

子
。
子
病
不
レ
愈
、
父
何
以
安
。
四
大
之
疾
、
薬
針
所
レ
治
。
一
心
之
患
、
深
法
能
療
。

③
聞
道
大
雄
調
御
、
天
中
之
天
、
仁
王
尊
経
、
玄
之
又
玄
。
帰
レ
之
仰
レ
之
、
神
力
能
救
、 

若
読
若
誦
、
万
沴
忽
消
。
是
故
釈
提
一
誦
、
修
羅
之

軍
、
瓦
砕
氷
銷
、
普
明
二
説
、
班
足
之
忿
、
雲
巻
霧
散
。 

④
所
以
為
下
鎮
二
乾
坤
之
変
怪
一
、
済
二
元
々
之
塗
炭
上
一
、
謹
於
二
紫
微
極
殿
、
青
春
鳳
楼
、
五
畿
之
内
、
七
道
諸
国
一
、
厳
二
飾
道
場
一
、
陳
二
列

妙
供
一
。
敷
二
一
百
師
子
座
一
、
屈
二
八
百
龍
象
衆
一
、
奉
二
宣
五
種
之
般
若
一
、
守
二
護
内
外
之
国
土
一
。 
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⑤
仰
願
、
云
(々9)

。

空
海
の
呪
願
文
で
は
ま
ず
、
①
で
仏
法
に
帰
命
す
る
意
欲
を
仏
法
僧
に
奉
告
し
、
続
け
て
②
と
③
で
呪
願
の
背
景
を
述
べ
る
。
②
で
は
君
民
関

係
を
父
子
関
係
に
喩
え
、
人
民
の
安
泰
を
祈
る
と
い
う
天
皇
の
立
場
か
ら
文
章
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
③
で
は
さ
ら
に
「
仁
王
尊
経
」
の

国
家
鎮
護
・
災
難
消
除
と
い
う
功
徳
を
説
き
、『
仁
王
経
』
の
誦
読
・
講
説
に
よ
っ
て
煩
悩
が
霧
散
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
こ
で
は
天
皇
の
立

場
、
民
衆
の
病
気
及
び
『
仁
王
経
』
の
功
徳
が
呪
願
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
。
④
で
は
、
仁
王
会
の
盛
大
な
開
催
状
況
を
述
べ
て
、
最
後
の
⑤
で

は
、「
願
」
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
る
は
ず
だ
が
、
省
略
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
空
海
の
こ
の
呪
願
文
は
①
仏
法
に
帰
依
す
る
意
欲
を
表

明
し
、
続
け
て
、
②
③
発
願
の
背
景
、
④
仁
王
会
の
様
子
を
描
写
し
、
最
後
に
⑤
祈
願
の
内
容
を
述
べ
る
と
い
う
構
成
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
道

真
呪
願
文
の
構
成
と
比
べ
れ
ば
、
発
願
の
背
景
に
お
い
て
、
両
者
は
具
体
的
な
内
容
が
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
道
真
の
ほ
う
で
は
疫
癘
や
兵
乱
な

ど
具
体
的
な
災
難
を
列
挙
し
た
の
に
対
し
て
、
空
海
の
ほ
う
で
は
具
体
的
な
事
情
を
明
言
せ
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
天
皇
の
立
場
や
『
仁
王

経
』
の
国
家
鎮
護
・
民
衆
安
泰
の
効
能
を
強
調
す
る
一
面
が
強
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
、
両
呪
願
文
の
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
帰
依
の
表
明
、
背

景
の
説
明
、
法
会
の
描
写
、
祈
願
の
叙
述
と
い
う
文
章
の
流
れ
は
一
致
し
て
い
る
。
道
真
の
呪
願
文
の
構
成
方
法
は
空
海
の
そ
れ
を
継
承
し
た
と

言
え
よ
う
。

で
は
、
後
世
の
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
は
道
真
の
こ
の
よ
う
な
構
成
法
を
受
容
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
道
真
の
昌
泰
元
年
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
が
作

ら
れ
て
か
ら
四
十
二
年
後
の
天
慶
三
年
二
月
廿
二
日
、
臨
時
仁
王
会
が
再
び
開
催
さ
れ
、
そ
の
時
に
大
江
朝
綱
が
作
成
し
た
「
臨
時
仁
王
会
呪
願

文
」（『
本
朝
文
粋
』
巻
十
三
）
が
現
存
し
て
い
る
。
左
に
全
文
を
掲
げ
る
。

①
三
千
界
中
、
唯
仏
是
仰
、
十
六
会
外
、
此
経
殊
勝
。
非
有
非
空
、
妙
理
氷
渙
、
天
上
天
下
、
牟
尼
月
明
。
既
称
二
仁
王
一
、
神
符
救
レ
世
、
亦

号
二
護
国
一
、
潜
衛
佐
レ
時
。

②
我
皇
虚
レ
心
、
叡
慮
安
在
、
聖
主
責
レ
己
、
神
襟
何
由
。
五
元
余
殃
、
払
而
難
レ
尽
、
三
合
遺
孽
、
防
而
猶
留
。
山
東
凶
徒
、
結
レ
党
構
レ
逆
、
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海
西
狂
豎
、
成
レ
群
挟
レ
邪
。
凌
二
辱
吏
民
一
、
劫
二
略
州
県
一
、
顧
二
我
風
化
一
、
仰
慙
二
祖
宗
一
。
爰
命
二
将
軍
一
、
議
二
其
征
伐
一
、
榖
城
石
動
、

常
山
蛇
驚
。
付
属
寄
深
、
可
レ
仮
二
誰
力
一
、
受
持
志
切
、
莫
レ
惜
二
其
威
一
。

③
青
陽
六
旬
、
黒
月
七
日
、
近
綾
綺
殿
、
遠
羅
城
門
、
験
仏
堂
前
、
名
神
社
下
、
百
講
排
レ
座
、
二
軸
分
レ
時
。
抽
二
誠
一
心
一
、
求
二
助
五
力

一
、
准
レ
法
守
護
、
如
レ
説
修
行
。
東
方
菩
薩
、
持
二
金
剛
杵
一
、
放
二
青
色
光
一
、
来
護
二
我
国
一
。
南
方
菩
薩
、
持
二
金
剛
珠
一
、
放
二
白
色
光
一
、

来
護
二
我
国
一
。
西
方
菩
薩
、
持
二
金
剛
剣
一
、
放
二
金
色
光
一
、
来
護
二
我
国
一
。
北
方
菩
薩
、
持
二
金
剛
鈴
一
、
放
二
瑠
璃
光
一
、
来
護
二
我
国
一
。

中
方
菩
薩
、
持
二
金
剛
輪
一
、
放
二
五
色
光
一
、
来
護
二
我
国
一
。

④
開
題
之
初
、
授
レ
首
悔
レ
禍
、
結
願
未
レ
畢
、
束
レ
手
請
レ
降
。
須
臾
奔
亡
、
同
二
逐
レ
風
籜
一
、
剎
那
殄
滅
、
類
二
向
レ
日
氷
一
。
戎
旅
長
停
、
蔵
二

兵
武
庫
一
、
風
塵
自
静
、
放
二
馬
花
山
一
。
七
難
先
銷
、
四
海
無
レ
事
、
斑
足
遷
レ
怒
、
赤
脛
比
レ
蹤
。
杏
華
欲
レ
開
、
何
忘
二
東
作
一
。
桑
葉
初
吐
、

須
レ
催
二
西
蚕
一
。
古
剣
空
拋
、
鋳
二
耕
レ
田
器
一
、
新
弓
徒
棄
、
造
二
縿
レ
糸
車
一
。
鳳
暦
運
長
、
鴻
業
徳
久
、
寿
福
俗
阜
、
無
レ
死
有
レ
生
。
礼
節

資
饒
、
乞
レ
漿
得
レ
酒
。
四
生
大
小
、
三
界
親
踈
、
併
関
二
善
根
一
、
同
攀
二
覚
蕊(10)
一
。

こ
の
呪
願
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
後
藤
昭
雄
氏
が
す
で
に
詳
細
な
訳
注
を
施
し
て
い
る(11)
。
内
容
と
し
て
は
、
①
で
は
や
は
り
ま
ず
『
仁
王

経
』
の
功
徳
を
称
賛
す
る
。
次
の
②
で
は
、
臨
時
的
に
開
か
れ
る
仁
王
会
の
背
景
が
述
べ
ら
れ
る
。「
山
東
凶
徒
、
結
レ
党
構
レ
逆
、
海
西
狂
豎
、

成
レ
群
挟
レ
邪
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
東
国
の
平
将
門
と
西
国
の
藤
原
純
友
の
反
乱
を
指
す
。
反
乱
の
た
め
人
民
が
苦
し
み
、
朝
廷
が
良
将
を
出

陣
さ
せ
、
兵
乱
が
早
く
収
ま
る
よ
う
仏
に
祈
っ
た
次
第
で
あ
る
。
そ
し
て
③
で
は
、
仁
王
会
開
催
の
様
子
を
詳
し
く
記
し
、
④
で
は
兵
乱
の
収

束
、
民
衆
の
豊
か
な
生
活
及
び
善
根
・
成
道
が
願
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
朝
綱
の
こ
の
呪
願
文
の
構
成
も
道
真
が
作
成
し
た
そ
れ
と

同
じ
く
、
①
仏
法
僧
を
称
賛
し
、
②
災
害
・
兵
乱
な
ど
発
願
の
背
景
を
説
明
し
、
そ
れ
か
ら
③
仁
王
会
の
盛
大
な
様
子
を
描
き
、
④
兵
事
の
終

息
・
国
家
の
鎮
護
な
ど
の
「
願
」
を
詳
ら
か
に
述
べ
る
と
い
う
構
成
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
構
成
方
法
は
空
海
か
ら
道
真
へ
、
そ
し
て
朝
綱

ま
で
継
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
か
わ
る
。
道
真
は
前
代
と
後
代
の
間
を
繫
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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二
　
菅
原
道
真
「
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
」
の
典
拠

次
に
、
道
真
の
四
篇
の
呪
願
文
の
典
拠
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
仁
王
会
を
通
し
て
疫
癘
な
ど
の
災
害
を
調
伏
す
る
た
め
に
は
、『
仁
王
経
』

に
災
害
を
消
滅
さ
せ
る
典
拠
を
求
め
、
そ
れ
に
従
っ
て
文
章
を
作
成
す
る
の
が
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
道
真
は
そ
の
よ
う
に
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
疫
癘
に
関
わ
る
「
願
」
の
部
分
を
検
討
し
よ
う
。
寛
平
五
年
と
九
年
の
呪
願
文
に
は
「
欲
レ
消
二
疫
癘
一
」
と
い
っ
た
疫
癘
の
調
伏
を
祈

る
文
言
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
既
沈
レ
困
者
、
願
早
除
愈
」
と
、
疫
病
に
罹
患
し
た
国
民
の
回
復
も
祈
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
『
仁
王
護
国
般
若
波

羅
蜜
多
経
』
護
国
品
に
あ
る
「
若
於
二
是
経
一
受
持
読
誦
、（
中
略
）
疾
疫
厄
難
即
得
二
除
愈
一
」
を
典
拠
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
昌
泰
元
年
の
呪
願

文
に
は
、
疾
疫
に
感
染
し
た
人
が
「
法
薬
嘗
口
」、
即
ち
仏
法
と
い
う
薬
に
よ
っ
て
治
る
よ
う
願
わ
れ
た
が
、『
仁
王
経
』
が
「
法
薬
」
で
あ
る
こ

と
も
『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
の
囑
累
品
に
「
此
経
名
為
二
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
一
、
亦
得
レ
名
為
二
甘
露
法
薬
一
、
若
有
二
服
行
一
能

愈
二
諸
疾
一
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

疫
癘
調
伏
以
外
の
祈
願
内
容
も
『
仁
王
経
』
に
典
拠
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
寛
平
五
年
の
呪
願
文
で
は
、
五
穀

豊
穣
、
旱
魃
終
息
、
兵
乱
中
止
な
ど
の
願
望
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
受
持
品
に
は
「
五
者
暴
風
数
起
、
昏
蔽

二
日
月
一
、
発
レ
屋
抜
レ
樹
、
飛
レ
沙
走
レ
石
。
六
者
天
地
亢
陽
、
陂
池
竭
涸
、
草
木
枯
死
、
百
穀
不
レ
成
。
七
者
四
方
賊
来
、
侵
二
国
内
外
一
、
兵
戈

競
起
、
百
姓
喪
亡
。（
中
略
）
如
レ
是
災
難
無
量
無
辺
、
一
一
災
起
、
皆
須
レ
受
二
持
読
誦
解
説
此
般
若
波
羅
蜜
多
一
」
と
あ
り
、『
仁
王
経
』
が
調

伏
で
き
る
と
さ
れ
る
七
つ
の
災
難
の
う
ち
、
五
つ
目
以
降
の
異
常
気
象
、
暴
風
・
旱
魃
に
よ
る
凶
作
の
災
害
、
兵
乱
の
災
難
が
道
真
の
呪
願
文
に

言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
篇
の
呪
願
文
で
は
す
べ
て
「
甘
雨
順
時
」、
則
ち
恵
み
の
雨
が
降
っ
て
く
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も

『
仁
王
経
』
の
内
容
に
従
っ
て
い
る
。『
仏
説
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
受
持
品
に
は
『
仁
王
経
』
の
教
義
が
「
能
く
難
陀
跋
難
陀
等
諸
大
龍
王
を

し
て
、
甘
雨
を
降
霔
し
、
草
木
を
潤
沢
せ
し
む
」
と
あ
る
。

祈
願
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
仁
王
会
の
供
養
の
様
子
も
『
仁
王
経
』
の
文
言
に
従
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
四
篇
の
呪
願
文
に
は
す
べ
て
仁
王
会
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の
開
催
時
「
幡
蓋
荘
厳
、
香
花
供
養
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
護
国
品
の
「
汝
等
諸

王
、
応
レ
作
二
宝
幢
一
、
及
以
二
幡
蓋
一
、
焼
レ
香
散
レ
花
、
広
大
供
養
」
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
昌
泰
元
年
の
呪
願
文
で
は
、
仁
王
会
開
催

の
際
に
、「
俯
而
所
レ
聞
、
百
獅
子
吼
、
仰
而
所
レ
照
、
一
護
国
珠
」
と
『
仁
王
経
』
を
讃
え
て
い
る
が
、
文
中
の
「
護
国
珠
」
は
『
仁
王
経
』
の

別
名
で
あ
り
、
護
国
の
効
果
か
ら
そ
う
称
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
仏
説
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』
の
受
持
品
に
は
「
是
般
若
波
羅
蜜
、（
中
略
）
亦

名
護
国
珠
」
と
あ
り
、
こ
の
一
文
が
典
拠
と
な
っ
て
い
る(12)
。
こ
の
よ
う
に
、
道
真
の
こ
の
四
篇
の
呪
願
文
は
『
仁
王
経
』
を
始
め
と
す
る
仏
教
経

典
の
叙
述
を
ベ
ー
ス
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

道
真
は
こ
れ
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
仏
教
経
典
の
み
な
ら
ず
、
儒
教
な
ど
仏
教
以
外
の
中
国
の
伝
統
的
な
思
想
に
も
典
拠
を
求
め
て
い
る
。
例

え
ば
、
寛
平
五
年
の
呪
願
文
で
は
、
道
真
が
国
民
の
直
面
す
る
疫
癘
の
惨
状
を
描
写
し
た
後
、
疫
癘
の
発
生
し
た
原
因
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

衆
生
何
罪
、
遭
二
此
天
刑
一
、
一
人
之
過

0

0

0

0

、0
延0

二
於
海
内

0

0

0

一̀
。 

至
心
懺
悔
、 

三
業
六
根
。 

 

衆
生
に
は
何
の
罪
も
な
い
の
に
、
疫
病
と
い
う
天
罰
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
天
子
一
人
の
過
ち
で
あ
り
、
天
子
が
国
民
に
病
気
を
罹

患
さ
せ
た
と
い
う
。
そ
れ
を
受
け
て
、
天
子
で
あ
る
宇
多
帝
は
真
摯
に
罪
を
懺
悔
し
、
仏
に
祈
願
し
て
い
る
。
実
際
、『
仏
説
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』

の
囑
累
品
に
は
、「
法
末
世
時
、
有
二
諸
比
丘
、
四
部
弟
子
一
、
国
王
大
臣
、
多
作
二
非
法
之
行
一
、
横
与
二
仏
法
衆
僧
一
、
作
二
大
非
法
一
、
作
二
諸
罪

過
一
、
非
レ
法
非
レ
律
」
と
あ
り
、
国
王
・
大
臣
を
含
む
衆
生
が
非
法
の
罪
を
犯
し
た
結
果
、「
疾
疫
悪
鬼
、
日
来
侵
害
」
と
、
疾
疫
が
流
行
す
る
こ

と
に
至
っ
た
と
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
疾
疫
の
発
生
は
国
王
一
人
の
過
ち
で
あ
る
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
天
子
が
国
民
に

対
し
て
重
い
責
任
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
は
儒
教
に
典
型
的
な
思
想
で
あ
る
。『
論
語
』
堯
曰
篇
に
は
、
商
湯
の
発
言
と
し
て
「
朕
躬
有

レ
罪
、
無
レ
以
二
万
方
一
。
万
方
有
レ
罪
、
罪
在
二
朕
躬
一
」（
天
子
の
罪
を
万
民
に
及
ぼ
さ
な
い
で
く
れ
、
万
民
の
罪
は
す
べ
て
私
天
子
一
人
の
責
任

で
あ
る
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
よ
く
似
た
表
現
は
『
尚
書
』
湯
誥
篇
に
も
あ
り
、「
其
爾
万
方
有
レ
罪
、
在
二
予
一
人
一
、
予
一
人
有
レ
罪
、

無
以
爾
二
万
方
一
」
と
天
子
の
罪
を
国
民
に
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
祈
っ
て
お
り
、
天
子
が
国
民
の
た
め
に
重
責
を
担
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る(13)
。

疫
癘
発
生
の
理
由
だ
け
で
な
く
、
疫
癘
消
除
の
願
望
を
述
べ
る
部
分
に
お
い
て
も
、
道
真
は
そ
の
願
望
の
実
現
の
た
め
に
、
仏
教
に
限
ら
ず
幅
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広
く
典
拠
を
求
め
て
い
た
。
例
え
ば
、
昌
泰
元
年
の
呪
願
文
の
祈
願
の
部
分
に
お
い
て
は
、
道
真
は
疫
癘
が
発
生
し
た
理
由
を
推
測
し
、
そ
れ
に

従
っ
て
次
の
よ
う
に
願
望
を
述
べ
て
い
る
。

仮
使
末
世
、
由
レ
運
降
レ
災
、
講
二
般
若
一
故
、
願
早
消
滅
。

仮
使
時
政
、
違
レ
令
起
レ
罪
、
講
二
般
若
一
故
、
速
得
二
調
和
一
。

仮
使
鬼
道
、
吐
レ
怒
悩
レ
人
、
講
二
般
若
一
故
、
変
レ
怒
為
レ
喜
。

仮
使
亡
霊
、
含
レ
怨
成
レ
祟
、
講
二
般
若
一
故
、
転
レ
怨
為
レ
楽
。

疫
癘
が
発
生
す
る
理
由
と
し
て
、
末
法
の
世
の
悪
運
、
国
政
の
時
令
へ
の
違
反
、
鬼
の
怒
り
、
怨
霊
の
祟
り
と
い
う
四
方
面
か
ら
推
測
し
て
い

る
。
末
法
の
世
の
災
難
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
仏
教
的
な
考
え
方
で
あ
り
、『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
囑
累
品
に
は
「
百
姓

疾
疫
、
無
量
苦
難
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
う
え
、
続
け
て
「
法
末
世
時
、
国
王
大
臣
、
四
部
弟
子
、
各
作
二
非
法
一
横
与
二
仏
教
一
」
と
、
末
法
の

世
に
お
け
る
非
法
的
な
行
為
が
疾
疫
な
ど
の
災
難
を
起
こ
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
三
つ
の
理
由
は
仏
教
と
の
関
連
度
は

薄
い
。
治
世
の
方
策
が
時
令
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
疫
癘
が
発
生
す
る
と
い
う
考
え
方
は
『
礼
記
』
に
よ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。『
礼
記
』

月
令
に
は
「
孟
春
〈
中
略
〉
行
二
秋
令
一
、
則
其
民
大
疫
」、「
季
春
〈
中
略
〉
行
二
夏
令
一
、
則
民
多
二
疾
疫
一
」、「
仲
夏
〈
中
略
〉
行
二
秋
令
一
、
則

草
木
零
落
、
果
実
早
成
、
民
殃
レ
於
レ
疫
」
と
あ
り
、
政
令
が
季
節
の
規
則
に
反
し
て
い
れ
ば
疫
病
が
起
こ
る
と
い
う
。
ま
た
、
鬼
が
疫
病
を
起

こ
す
と
い
う
発
想
も
中
国
の
古
典
に
よ
る
と
さ
れ
る(14)
。
漢
代
に
成
立
し
た
辞
書
『
釈
名
』
で
は
、「
疫
、
役
也
。
言
二
有
レ
鬼0

行
一
レ
疫
也
」
と
、

疫
は
疫
鬼
の
仕
業
だ
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。『
論
衡
』
訂
鬼
篇
に
も
「
顓
頊
有
二
三
子
一
、
生
而
亡
去
、
為
二
疫
鬼
一
」
と
あ
り
、
疫
鬼
の
思
想
は
漢

代
に
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。『
論
衡
』
に
あ
る
こ
の
記
述
は
『
文
選
』
李
善
注
に
も
引
用
さ
れ
て
い
て
、
早
く
か
ら
日
本
に
伝
来

し
、
平
安
朝
の
文
人
に
周
知
の
事
柄
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
最
後
は
怨
霊
・
御
霊
の
祟
り
と
の
考
え
方
だ
が
、
こ
れ
は
平
安
初
期
か
ら
流
行
し

て
き
た
も
の
で
あ
る
。『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
五
月
二
〇
日
条
に
は
現
存
最
古
の
御
霊
会
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。「
於
二
神

泉
苑
一
修
二
御
霊
会
一
。
所
レ
謂
二
御
霊
者
一
、
崇
道
天
皇
、
伊
予
親
王
、
藤
原
夫
人
、
及
観
察
使
橘
逸
勢
、
文
室
宮
田
麻
呂
等
是
也
。
並
坐
レ
事
被
レ

誅
、
寃
魂
成
レ
厲
、
近
代
以
来
、
疫
病
繁
発
、
死
亡
甚
衆
、
天
下
以
為
二
此
災
御
霊
之
所
一
レ
生
也
」
と
あ
り
、
崇
道
天
皇
（
早
良
親
王
）・
藤
原
夫
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人
（
吉
子
）
等
の
怨
霊
が
疫
病
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
て
い
た
。『
日
本
紀
略
』
や
『
扶
桑
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
道
真
の
呪
願
文
が
作
成
さ
れ

た
昌
泰
元
年
六
月
二
十
六
日
の
四
日
前
、
即
ち
六
月
二
十
二
日
に
は
、
朝
廷
が
藤
原
夫
人
の
墓
地
に
宣
命
の
使
い
を
派
遣
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は

都
の
西
方
の
女
墓
に
は
穢
物
が
祟
っ
て
い
る
と
い
う
占
卜
の
結
果
に
よ
る
ら
し
い(15)
。
平
安
時
代
以
降
に
流
行
し
た
怨
霊
・
御
霊
思
想
は
中
国
か
ら

伝
来
し
た
漢
神
信
仰
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る(16)
。
要
す
る
に
、
道
真
は
、
仏
教
的
な
要
素
だ
け
で
な
く
、
儒
教
な
ど
中
国

の
伝
統
的
な
治
世
の
観
念
や
当
時
の
鬼
神
信
仰
な
ど
疫
病
の
生
成
に
関
わ
る
様
々
な
理
論
を
積
極
的
に
呪
願
文
に
取
り
入
れ
、
疫
癘
調
伏
の
祈
願

が
叶
う
よ
う
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る(17)
。

実
は
、『
仁
王
経
』
な
ど
の
仏
教
経
典
を
ベ
ー
ス
に
し
、
儒
教
や
民
間
信
仰
を
同
時
に
仁
王
会
の
呪
願
文
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
作
文
の
姿
勢

は
、
道
真
の
独
創
で
は
な
い
。
前
節
で
挙
げ
た
五
篇
の
呪
願
文
に
は
す
で
に
そ
の
端
緒
が
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
君
主
（
天
皇
）
に
関
わ
る
部
分

の
叙
述
が
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば
、
空
海
作
の
天
長
二
年
呪
願
文
に
も
「
君
是
人
父
、
民
則
君
子
。
子
病
不
レ
愈
、
父
何
以
安
」
と
あ
り
、
君
民

関
係
を
父
子
関
係
に
喩
え
て
い
る
。
こ
れ
は
夙
に
『
詩
経
』（
大
雅
・
浻
酌
）
に
「
凱
弟
君
子
、
民
之
父
母
」
と
あ
り
、
朗
ら
か
で
、
徳
政
を
行

っ
た
周
の
成
王
は
民
の
父
母
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
さ
ら
に
『
礼
記
』（
孔
子
閑
居
）
に
引
用
さ
れ
、
孔
子
は
「
夫
民
之
父

母
乎
、
必
達
二
於
礼
楽
之
原
一
、
以
至
二
五
至
一
、
而
行
二
三
無
一
、
以
横
二
於
天
下
一
、
四
方
有
レ
敗
、
必
先
知
レ
之
、
此
之
謂
二
民
之
父
母
一
」
と
解
釈

し
、
礼
・
楽
の
根
本
を
心
得
、「
五
至
三
無
」
の
徳
を
行
い
、
災
害
を
察
知
で
き
る
君
主
こ
そ
「
民
之
父
母
」
と
称
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
よ

う
に
空
海
作
の
呪
願
文
に
言
及
さ
れ
た
、「
君
主
が
民
の
父
で
あ
る
」
と
の
思
想
も
儒
教
経
典
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
承
和
十
四

年
作
の
仁
王
会
呪
願
文
に
も
「
聖
朝
罪
レ
身
尅
レ
己
、
常
慮
二
天
下
不
召
之
灾
一
、
憂
レ
国
思
レ
民
、
猶
恐
二
四
海
莫
来
之
咎
一
」
と
あ
り
、
国
家
人
民

を
憂
慮
す
る
天
皇
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

仁
王
会
は
一
般
的
な
仏
事
で
は
な
く
、
律
令
制
と
い
う
国
家
制
度
の
下
で
開
か
れ
る
天
皇
主
催
の
国
家
的
行
事
で
も
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な

く
、
律
令
制
を
支
え
て
い
る
の
は
儒
家
思
想
で
あ
る
。
即
ち
、
国
家
仏
教
の
一
環
で
あ
る
仁
王
会
は
儒
家
思
想
と
仏
教
思
想
と
が
融
合
す
る
場
と

言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
文
人
儒
者
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
仁
王
会
呪
願
文
に
は
、『
仁
王
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
的
な
教
義
だ
け
で

な
く
、『
礼
記
』
や
『
尚
書
』
な
ど
儒
家
的
な
言
論
も
登
場
し
て
い
る
。
道
真
作
の
呪
願
文
は
自
然
に
儒
教
と
仏
教
と
が
調
和
し
て
作
ら
れ
た
も
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の
で
あ
る
。

三
　
菅
原
道
真
「
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
」
の
表
現

最
後
に
、
道
真
の
呪
願
文
に
お
け
る
表
現
上
の
工
夫
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

寛
平
年
間
に
書
か
れ
た
道
真
の
三
篇
の
呪
願
文
に
は
同
じ
表
現
が
繰
り
返
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
昌
泰
元
年
の
も
の
に
な
る
と
、
す
べ
て

別
な
表
現
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
呪
願
文
の
冒
頭
、
即
ち
発
願
・
帰
依
の
意
を
表
明
す
る
部
分
で
は
、
寛
平
五
年
・
七
年
・
九
年
の

も
の
は
そ
れ
ぞ
れ

〔
寛
平
五
年
〕
国
主
皇
帝
、
帰
命
頂
礼
、
仁
王
般
若
、
波
羅
蜜
経
、
発
願
無
辺
、
所
以
者
何

〔
寛
平
七
年
〕
国
主
皇
帝
、
帰
命
頂
礼
、
仁
王
般
若
、
波
羅
蜜
多
、
発
願
無
辺
、
所
以
者
何

〔
寛
平
九
年
〕
国
主
皇
帝
、
帰
命
頂
礼
、
仁
王
般
若
、
波
羅
蜜
経

と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
、
昌
泰
元
年
の
も
の
は

〔
昌
泰
元
年
〕
仏
語
真
実
、
帰
命
経
王
、
法
会
荘
厳
、
成
就
功
徳
、
天
皇
発
願
、
其
何
以
故

と
大
意
は
変
わ
ら
な
い
が
、
別
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
仁
王
会
開
催
の
理
由
・
背
景
を
述
べ
た
後
、
仏
法
に
帰
依
し
、
法
会
を
開
く
意

欲
を
再
表
明
す
る
際
は
、
寛
平
年
間
の
呪
願
文
に
は
す
べ
て
「
至
心
懺
悔
、
三
業
六
根
、
合
掌
帰
依
、
十
方
諸
仏
」
と
同
じ
文
言
が
見
ら
れ
る

が
、
昌
泰
元
年
の
呪
願
文
の
同
じ
部
分
に
な
る
と
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
疫
癘
が
早
く
消
滅
す
る
よ
う
に
願
う
箇
所

に
も
同
じ
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
寛
平
五
年
と
九
年
の
呪
願
文
で
は

心
不
二
弐
心
一
、
欲
レ
消
二
疫
癘
一
、
念
無
二
餘
念
一
、
欲
レ
済
二
人
民
一
、

既
沈
レ
困
者
、
願
早
除
愈
、
未
二
初
病
一
者
、
願
先
遠
離

と
全
く
同
じ
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
昌
泰
元
年
の
呪
願
文
の
同
じ
部
分
で
は
、

其
既
困
者
、
法
薬
嘗
レ
口
、
其
欲
レ
病
者
、
智
剣
護
レ
身
、
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合
掌
未
レ
開
、
四
方
除
愈
、
稽
首
未
レ
挙
、
万
里
平
安

と
異
な
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
悟
り
を
開
く
願
い
の
十
六
文
字
、
即
ち
、「
大
鉄
囲
下
、
恒
沙
界
中
、
知
之
不
レ
知
、
同
昇
二
覚
道

一
」
も
寛
平
年
間
に
書
か
れ
た
三
篇
の
呪
願
文
に
繰
り
返
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
昌
泰
元
年
の
呪
願
文
で
は
そ
の
文
言
が
「
或
幽

或
明
、
聞
之
見
之
、
資
二
善
知
識
一
、
証
二
菩
提
果
一
」
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
寛
平
年
間
に
書
か
れ
た
三
篇
の
呪
願
文
と
昌
泰

年
間
に
作
成
さ
れ
た
そ
れ
と
は
仕
組
み
は
同
じ
だ
が
、
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

宇
多
帝
の
治
世
の
寛
平
年
間
で
は
、
道
真
が
意
識
的
に
そ
の
表
現
の
一
貫
性
を
保
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
同
じ
天
皇

の
発
願
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
一
貫
性
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
昌
泰
元
年
、
醍
醐
帝
の
即
位
で
願
主
が
変
わ
っ
た
の
に
伴
っ
て
、
道
真
は

表
現
を
意
識
的
に
改
変
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
道
真
の
願
文
に
も
同
じ
表
現
が
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る(18)
。
そ

れ
は
呪
願
文
の
作
成
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
、
今
後
さ
ら
に
横
断
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
の
ほ
か
、
文
型
の
使
用
に
も
道
真
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
仏
事
の
場
で
作
成
さ
れ
る
文
章
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
道
真
は
な
る
べ
く
仏
教
的
文
型

を
使
用
し
て
い
た
。
寛
平
五
年
の
呪
願
文
で
は
、
宇
多
天
皇
の
発
願
の
理
由
に
つ
い
て
、
道
真
は
「
発
願
無
辺
、
所
以
者
何
」
と
問
題
を
提
起
し

て
い
る
。「
所
以
者
何
」
と
い
っ
た
設
問
の
文
型
は
仏
教
経
典
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
も
の
で
、
仏
教
以
外
の
文
章
で
は
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
文

型
で
あ
り
、
非
常
に
仏
教
的
な
特
徴
の
あ
る
文
型
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
観
如
来
品
に
は
「
仏
言
大
王
、
智

照
二
実
性
一
、
非
レ
有
非
レ
無
、
所
以
者
何
」
と
あ
る
。
ま
た
、
昌
泰
元
年
の
呪
願
文
に
は
、「
天
皇
発
願
、
其
何
以
故
」「
講
二
般
若
一
故
、
願
早
消

滅
」
な
ど
が
あ
る
よ
う
に
、「
○
〇
〇
故
」
と
い
っ
た
理
由
を
表
す
文
型
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
経
典
の
偈
頌
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
文
型

で
あ
り
、
例
え
ば
『
法
華
経
』
常
不
軽
品
に
は
「
説
二
是
経
一
故
、
得
二
無
量
福
一
」
と
あ
り
、『
法
華
経
』
に
限
っ
て
も
こ
の
文
型
の
偈
文
が
百
句

以
上
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
経
典
の
偈
と
同
様
に
四
字
句
が
並
ぶ
呪
願
文
を
作
る
点
に
、
表
現
の
上
で
も
道
真
の
工
夫
が
窺
え
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
菅
原
道
真
が
作
成
し
た
四
篇
の
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
に
つ
い
て
、
道
真
以
前
・
以
後
の
同
種
の
作
品
と
比
べ
な
が
ら
、
構
成
・
典
拠
・
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表
現
の
面
か
ら
検
討
を
加
え
た
。
道
真
は
一
貫
し
た
構
成
方
法
を
用
い
て
、
発
願
の
背
景
・
内
容
及
び
法
会
の
様
子
を
詳
ら
か
に
叙
述
し
、『
仁

王
経
』
を
始
め
と
す
る
仏
教
経
典
だ
け
で
な
く
、
儒
教
典
籍
な
ど
様
々
な
も
の
に
疫
病
・
災
害
調
伏
の
典
拠
を
求
め
て
い
た
。
表
現
の
上
に
も
、

願
主
で
あ
る
天
皇
を
常
に
意
識
し
、
表
現
を
調
整
し
た
り
、
偈
文
的
な
文
型
を
使
用
し
た
り
し
た
。
道
真
は
臨
時
仁
王
会
の
呪
願
文
の
制
作
を
通

し
て
、
疫
病
・
災
害
調
伏
と
い
う
民
生
と
密
接
に
関
連
す
る
国
政
に
参
与
し
て
い
た
姿
が
確
認
で
き
た(19)
。

注(1) 

『
仁
王
経
』
に
は
『
仏
説
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』（
鳩
摩
羅
什
訳
、
大
正
蔵

0245
）
と
『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』（
不
空
訳
・
大
正
蔵

0246
）
と
い
う

二
種
類
の
訳
が
あ
る
。
管
見
の
と
こ
ろ
、
二
つ
の
訳
本
は
い
ず
れ
も
利
用
さ
れ
て
い
た
。

(2) 

空
海
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
呪
願
文
は
四
六
駢
文
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
降
、
四
字
句
で
書
く
呪
願
文
が
定
着
し
て
い
く
。（
後
藤
昭
雄
「
呪

願
文
考
序
説
」、『
平
安
朝
漢
詩
文
の
文
体
と
語
彙
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

(3) 

『
類
聚
国
史
』
巻
百
七
十
七
仁
王
会
の
条
参
照
。「
呪
願
文
者
、
豫
仰
二
当
時
達
文
章
者
一
作
」
と
あ
る
。

(4) 

注
(2)
の
論
文
の
ほ
か
、
後
藤
昭
雄
「
大
江
朝
綱
『
臨
時
仁
王
会
呪
願
文
』
訳
注
」（『
本
朝
文
粋
抄　

四
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
）、
同
「
貞
観
三

年
東
大
寺
大
仏
供
養
呪
願
文
」（『
成
城
文
藝
』
二
四
〇
号
、
二
〇
一
七
年
六
月
）、
同
「
貞
観
三
年
東
大
寺
大
仏
供
養
呪
願
文
（
承
前
）」（『
成
城
文
藝
』

二
四
一
号
、
二
〇
一
七
年
九
月
）
な
ど
が
あ
る
。

(5) 

呪
願
文
の
本
文
の
引
用
は
川
口
久
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
・
菅
家
文
草　

菅
家
後
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
に
よ
る
が
、『
菅
家
文
草
』

諸
写
本
及
び
『
本
朝
文
集
』
に
従
っ
て
改
訂
し
た
箇
所
が
あ
る
。

 

私
訳
を
次
に
掲
げ
る
。「
こ
の
国
の
君
主
皇
帝
は
『
仁
王
経
』
に
礼
拝
・
帰
依
し
、
広
く
発
願
す
る
。
そ
の
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
昨
年
疫
癘
が
発
生

し
、
屢
々
報
告
さ
れ
た
。
今
年
に
入
っ
て
、
そ
れ
が
甚
だ
し
く
深
刻
に
な
り
、
城
外
に
せ
よ
、
城
中
に
せ
よ
、
病
死
者
が
長
い
間
続
々
と
出
現
し
た
。

衆
生
は
何
の
罪
を
犯
し
た
だ
ろ
う
か
、
こ
の
よ
う
な
天
罰
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
天
皇
一
人
の
過
ち
で
、
疫
癘
が
全
国
土
に
蔓
延
し
た
。
天
皇
は
ま

ご
こ
ろ
を
持
っ
て
、
三
業
六
根
の
罪
を
懺
悔
し
、
合
掌
し
て
十
方
の
仏
に
帰
依
す
る
。
寛
平
五
年
の
夏
の
閏
五
月
十
八
日
、
乙
酉
の
日
の
素
晴
ら
し
い

時
節
に
、
遠
く
は
羅
城
門
か
ら
、
近
く
は
清
涼
殿
ま
で
、
城
内
の
役
所
や
都
の
周
辺
の
い
く
つ
か
の
寺
院
に
百
講
を
開
き
、
朝
夕
二
時
に
『
仁
王
経
』
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を
説
く
。
幢
幡
と
天
蓋
な
ど
の
供
養
具
は
厳
か
で
あ
り
、
仏
花
と
線
香
を
も
供
養
す
る
。
我
ら
の
心
に
願
っ
て
い
る
こ
と
は
他
意
な
く
、
疫
癘
を
取
り

除
き
、
念
じ
て
い
る
こ
と
と
い
え
ば
、
民
衆
を
救
済
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
既
に
疫
病
に
篤
く
罹
患
し
た
人
は
早
く
完
治
し
、
ま
だ
病
気
に
か
か
っ

て
い
な
い
人
は
疫
病
を
患
わ
な
い
こ
と
を
願
う
。
ま
た
、
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
の
は
、
長
年
不
作
に
な
っ
て
お
り
、
食
糧
を
備
蓄
す
る
倉
庫
も
空

っ
ぽ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
や
む
な
く
飢
謹
に
襲
わ
れ
る
。
さ
ら
な
る
功
徳
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
謹
ん
で
祈
り
た
い
。

五
穀
す
べ
て
が
豊
作
に
な
り
、
膏
雨
が
時
節
通
り
に
降
り
注
ぐ
こ
と
。
暴
風
が
永
ら
く
起
こ
ら
ず
、
秋
の
果
実
は
す
べ
て
収
穫
で
き
る
こ
と
。
余
っ
た

作
物
は
田
畑
に
残
る
ま
ま
に
し
て
、
世
の
中
は
安
楽
に
暮
ら
し
、
太
平
無
事
を
謳
歌
す
る
こ
と
。
次
に
悩
み
と
し
て
は
、
東
国
か
ら
も
西
国
か
ら
も
、

兵
器
を
備
え
な
が
ら
、
要
塞
で
常
に
警
戒
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
仏
法
に
結
縁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
西
の
反
乱
を
収
め
、
逆
賊
の

野
心
を
無
く
し
、
海
賊
の
禍
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
祈
る
。
世
の
中
に
知
恵
の
あ
る
人
に
せ
よ
、
無
知
の
人
に
せ
よ
、
す
べ
て
が
ひ
と
し

く
悟
り
を
得
る
だ
ろ
う
。」

(6) 

『
日
本
紀
略
』
寛
平
四
年
八
月
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
そ
の
年
に
は
旱
魃
の
災
害
が
発
生
し
た
と
い
う
。
そ
れ
に
伴
っ
て
凶
作
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
で
き
る
。

(7) 

寛
平
五
年
五
月
に
は
新
羅
の
海
賊
が
肥
前
国
を
襲
い
、
閏
五
月
に
は
出
羽
の
奥
地
の
蝦
夷
が
叛
乱
を
起
こ
し
た
と
い
う
記
録
が
『
日
本
紀
略
』
や
『
三

代
実
録
』
な
ど
に
残
っ
て
い
る
。

(8) 

注
(2)
の
論
文
を
参
照
。

(9) 

私
訳
を
次
に
掲
げ
る
。「
癸
巳
年
の
初
秋
、
都
の
中
の
天
子
や
臣
下
な
ど
、
心
身
を
清
く
し
て
、『
仁
王
経
』
に
帰
依
す
る
。
仏
・
法
・
僧
に
敢
え
て
申

し
上
げ
る
。
も
し
高
い
天
空
が
覆
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
、
民
衆
は
い
か
に
し
て
生
き
て
い
け
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
厚
い
地
面
が
置
か
せ
て
く
れ
な
け
れ

ば
、
草
木
は
何
に
頼
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
生
き
物
の
中
、
最
も
霊
妙
・
尊
貴
な
の
は
人
で
あ
り
、
そ
の
尊
さ
の
基
な
る
も
の
は
君
主
で
あ
る
。
君
主

と
人
民
の
関
係
は
父
子
関
係
の
よ
う
で
あ
る
。
子
が
病
め
ば
父
は
安
心
で
き
な
い
。
体
の
病
気
は
薬
・
鍼
灸
に
よ
っ
て
治
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
心
の

病
患
は
仏
法
で
し
か
癒
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
天
の
中
心
に
存
在
す
る
仏
の
『
仁
王
経
』
は
極
め
て
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
帰
依
す
れ
ば
、
神

力
に
助
け
ら
れ
、
そ
れ
を
誦
読
す
れ
ば
、
災
難
が
す
べ
て
消
滅
す
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
帝
釈
天
が
『
仁
王
経
』
を
誦
す
れ
ば
、
阿
修
羅
の
軍
勢

は
、
瓦
が
破
れ
、
氷
が
解
け
る
か
の
よ
う
に
撃
退
さ
れ
、
普
明
王
が
朝
夕
に
『
仁
王
経
』
を
説
け
ば
、
班
足
王
の
怒
り
も
霧
散
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ゆ

え
、
我
々
も
天
変
地
異
な
ど
の
怪
異
現
象
を
お
さ
え
、
人
民
を
苦
痛
か
ら
助
け
る
た
め
に
、
謹
ん
で
紫
微
垣
や
大
極
殿
、
様
々
な
楼
閣
、
五
畿
七
道
の

諸
国
な
ど
に
道
場
を
厳
か
に
飾
り
、
素
晴
ら
し
い
供
物
を
捧
げ
、
百
に
も
及
ぶ
講
座
を
開
き
、
八
百
人
の
高
僧
を
招
い
て
、『
仁
王
経
』
を
誦
読
さ
せ

る
。
内
外
の
国
土
の
鎮
護
を
祈
る
の
で
あ
る
。」
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(10) 

私
訳
を
次
に
掲
げ
る
。「
三
千
大
千
世
界
に
お
い
て
た
だ
仏
を
ひ
た
す
ら
敬
う
。『
大
般
若
経
』
の
ほ
か
に
は
、
こ
の
『
仁
王
経
』
が
と
り
わ
け
素
晴
ら

し
い
。『
仁
王
経
』
の
深
妙
な
教
理
は
存
在
非
存
在
の
論
調
を
超
え
、
す
べ
て
の
煩
悩
や
疑
問
を
氷
解
さ
せ
る
。
仏
は
天
上
天
下
を
月
の
よ
う
に
明
る

く
照
ら
し
て
い
る
。
こ
の
経
典
は
仁
王
と
称
し
、
安
泰
の
護
符
と
し
て
世
の
中
を
救
済
し
、
ま
た
護
国
と
名
乗
っ
て
秘
か
に
時
世
を
守
っ
て
い
る
。
我

が
君
は
わ
だ
か
ま
り
の
な
い
心
持
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
優
れ
た
君
主
で
あ
る
我
が
君
は
自
分
を
責
め
て
い
る

が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
代
々
悪
事
を
積
み
重
ね
た
結
果
と
な
る
災
い
は
除
去
し
が
た
い
。
長
年
残
っ
た
災
難
は
い
く
ら
防
い
で
も

依
然
と
し
て
留
ま
る
。
東
国
の
悪
人
た
ち
は
徒
党
を
組
ん
で
謀
反
し
、
西
海
の
狂
人
た
ち
は
、
群
れ
を
な
し
て
邪
念
を
抱
え
て
い
る
。
人
々
を
陵
辱
し
、

国
郡
を
強
奪
す
る
。（
我
が
君
は
）
風
教
の
至
ら
な
い
こ
と
を
思
う
と
、
先
祖
に
恥
じ
、
こ
の
と
き
に
将
軍
を
任
命
し
て
、
逆
賊
の
征
伐
を
議
論
し
た
。

黄
石
公
の
よ
う
に
兵
法
に
詳
し
い
良
将
が
出
陣
し
、
常
山
の
蛇
の
よ
う
に
勢
い
の
あ
る
兵
士
が
戦
う
。
先
師
が
弟
子
に
仏
法
の
奥
義
を
伝
授
し
て
、
そ

れ
を
後
の
世
に
伝
え
る
よ
う
深
く
寄
託
す
る
が
、（
我
々
は
）
誰
の
力
に
頼
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。（
我
々
の
仏
法
を
）
受
持
す
る
願
望
も
切
実
で
、（
仏

菩
薩
に
は
）
威
力
を
惜
し
み
な
く
貸
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
春
の
二
月
二
十
二
日
、
近
く
の
綾
綺
殿
か
ら
、
遠
く
の
羅
城
門
ま
で
、
仏
寺
や
神
社
で
、

百
講
を
開
き
、『
仁
王
経
』
二
巻
を
朝
夕
に
講
じ
る
。
誠
心
を
捧
げ
て
五
大
力
菩
薩
に
助
け
を
求
め
る
。
仏
法
に
準
じ
て
守
護
し
て
ほ
し
い
。
我
々
は

仏
法
の
説
く
よ
う
に
修
行
す
る
。
東
方
の
菩
薩
は
金
剛
杵
を
持
ち
、
青
色
の
光
を
放
っ
て
、
我
国
を
守
り
に
来
た
ま
え
。
南
方
の
菩
薩
は
金
剛
珠
を
持

ち
、
白
色
の
光
を
放
っ
て
、
我
国
を
守
り
に
来
た
ま
え
。
西
方
の
菩
薩
は
金
剛
剣
を
持
ち
、
二
金
色
の
光
を
放
っ
て
、
我
国
を
守
り
に
来
た
ま
え
。
北

方
の
菩
薩
は
金
剛
鈴
を
持
ち
、
瑠
璃
色
の
光
を
放
っ
て
、
我
国
を
守
り
に
来
た
ま
え
。
中
方
の
菩
薩
は
金
剛
輪
を
持
ち
、
五
色
の
光
を
放
っ
て
、
我
国

を
守
り
に
来
た
ま
え
。
こ
ち
ら
で
は
講
釈
が
始
ま
る
と
、
逆
賊
た
ち
は
首
を
差
し
出
し
、
自
ら
の
罪
過
を
懺
悔
し
、
こ
ち
ら
で
は
ま
だ
結
願
の
儀
式
が

終
わ
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
賊
た
ち
は
手
を
束
ね
て
降
伏
を
申
し
出
る
。（
逆
賊
た
ち
は
）
風
に
吹
か
れ
る
竹
の
皮
の
よ
う
に
わ
ず
か
の

間
に
逃
亡
し
、
太
陽
に
照
ら
さ
れ
る
氷
の
よ
う
に
た
ち
ま
ち
滅
び
て
し
ま
う
。
軍
隊
の
出
動
は
長
く
停
止
し
、
兵
器
は
倉
庫
に
仕
舞
わ
れ
、
戦
乱
は
お

の
ず
か
ら
鎮
圧
さ
れ
、
軍
馬
は
原
野
で
放
養
さ
れ
る
。
様
々
な
災
難
が
無
く
な
り
、
世
界
が
平
和
で
あ
り
、
斑
足
王
の
よ
う
な
暴
君
も
怒
り
を
収
め
、

辺
境
の
民
も
倣
う
だ
ろ
う
。
杏
の
花
が
咲
こ
う
と
す
る
時
は
、
春
耕
の
時
で
あ
る
。
桑
の
葉
が
萌
え
出
る
と
、
蚕
の
養
殖
の
作
業
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。

古
び
た
剣
を
投
げ
捨
て
て
、
農
具
に
改
鋳
す
る
、
新
し
い
弓
も
捨
て
て
、
糸
車
に
作
り
変
え
る
。
こ
の
聖
代
の
運
命
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く
、
帝
の
大

業
に
よ
る
徳
化
も
永
遠
に
長
い
。
民
衆
は
裕
福
で
長
生
き
で
あ
り
、
新
た
に
生
ま
れ
る
は
あ
っ
て
も
死
ぬ
者
は
い
な
い
。
礼
節
は
守
ら
れ
資
産
は
豊
か

で
あ
り
、
水
だ
け
を
乞
っ
て
酒
を
得
た
よ
う
に
意
外
な
幸
福
を
手
に
入
れ
る
。
大
小
・
親
疎
に
か
か
わ
ら
ず
世
の
中
の
す
べ
て
の
生
き
物
は
、
良
い
報

い
を
招
く
行
為
を
し
、
ひ
と
し
く
悟
り
を
得
る
。」

(11) 

注
(4)
に
掲
げ
た
訳
注
を
参
照
。
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(12) 
 

「
獅
子
吼
」
は
『
仁
王
経
』
に
は
見
ら
れ
な
い
表
現
だ
が
、『
維
摩
経
』
巻
上
の
「
演
法
無
畏
、
如
二
獅
子
吼
一
」、『
無
量
寿
経
』
巻
上
の
「
常
於
二
大
衆

中
一
、
説
レ
法
獅
子
吼
」
な
ど
経
典
に
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
り
、
仏
法
が
一
切
を
お
そ
れ
さ
せ
承
伏
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
称
さ
れ
る
と
い
う
。

(13) 
道
真
が
起
草
し
た
寛
平
八
年
宇
多
天
皇
「
重
減
二
服
御
一
省
二
季
料
一
勅
」（『
菅
家
文
草
』
巻
八
）
に
も
類
似
の
思
想
が
見
ら
れ
る
。
勅
文
に
は
「
豈
図
二

水
旱
兵
疫
、
年
頻
有
一
レ
災
、
諸
国
自
闕
二
調
庸
一
、
百
官
随
レ
無
二
俸
禄
一
。
不
怨
レ
天
、
不
尤
レ
人
、
不
嫌
レ
鬼
、
不
責
レ
神
、
朕
之
無
道
、
独
自
取
レ
之
」

と
あ
り
、
災
害
災
難
の
発
生
の
罪
過
を
天
皇
自
身
に
帰
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(14) 

こ
こ
の
鬼
道
は
前
世
の
業
に
よ
っ
て
飢
渇
に
苦
し
む
世
界
を
意
味
す
る
仏
教
の
餓
鬼
道
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
民
間
信
仰
に
基
づ
く
鬼
神
の
こ
と
を

指
す
か
と
思
わ
れ
る
。『
左
伝
』
昭
公
七
年
条
に
あ
る
「
鬼
有
レ
所
レ
帰
、
乃
不
レ
為
レ
厲
」
と
い
っ
た
鬼
や
魂
な
ど
を
祭
祀
す
れ
ば
祟
を
起
こ
さ
ず
安
定

す
る
と
の
考
え
方
と
関
わ
る
可
能
性
も
あ
る
。（
北
村
優
季
「
疫
病
と
御
霊
会
」、『
平
安
京
の
災
害
史
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
に
よ
る
）
た
だ

し
、『
仏
説
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』
囑
累
品
に
は
「
疾
疫
悪
鬼
日
来
侵
害
」
と
の
記
述
も
あ
る
。

(15) 

『
扶
桑
略
記
』
巻
二
十
三
、
昌
泰
元
年
六
月
二
十
二
日
条
。

(16) 

佐
伯
有
清
「
殺
牛
祭
神
と
怨
霊
思
想
」（
同
『
日
本
古
代
の
政
治
と
社
会
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
）、
董
伊
莎
「
古
代
日
本
の
疫
病
関
連
信
仰

に
お
け
る
外
来
的
要
素
に
つ
い
て
│
平
安
時
代
の
御
霊
会
を
中
心
と
し
て
│
」（『
文
化
交
渉
』
六
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
）
な
ど
を
参
照
。

(17) 

寛
平
五
年
の
呪
願
文
に
は
、
も
う
一
例
の
中
国
故
事
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
世
間
安
楽
、
撃
レ
壌
成
レ
歌
」
で
あ
る
。
こ
の
「
撃
壌
成
歌
」
は
『
論
衡
』

『
帝
王
世
紀
』『
周
処
風
土
記
』
な
ど
に
見
え
る
中
国
故
事
で
あ
り
、
堯
の
時
代
に
、
老
人
が
天
下
の
太
平
を
喜
び
楽
し
ん
で
、
大
地
を
た
た
き
な
が
ら

堯
の
帝
徳
を
讃
え
る
歌
を
う
た
っ
た
と
い
う
。
民
衆
が
良
い
治
世
を
謳
歌
す
る
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
故
事
は
『
芸
文
類
聚
』
な
ど

の
類
書
や
『
文
選
』
李
善
注
な
ど
の
注
釈
書
に
よ
く
登
場
す
る
も
の
で
あ
り
、
都
良
香
の
「
被
レ
災
百
姓
加
二
賑
救
一
詔
」（『
都
氏
文
集
』
巻
四
）
に
は

「
百
年
之
老
、
俄
収
二
撃
壌
之
声
一
、
五
尺
之
童
、
更
廃
二
鼓
腹
之
詠
一
」
と
い
う
用
例
が
あ
り
、『
日
本
三
代
実
録
』
の
貞
観
二
年
（
八
六
〇
）
四
月
二

十
九
日
条
に
も
「
中
外
和
平
、
妖
孽
不
レ
生
、
俗
比
結
レ
縄
、
人
歌
撃
レ
壌
」
の
用
例
が
見
ら
れ
、
平
安
朝
の
文
人
に
親
し
み
の
あ
る
故
事
で
あ
る
。

(18) 

後
藤
昭
雄
「
菅
原
道
真
の
願
文
」（
同
『
平
安
朝
漢
詩
文
の
文
体
と
語
彙
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

(19) 

滝
川
幸
司
氏
は
宇
多
朝
の
臨
時
仁
王
会
の
呪
願
文
の
ほ
と
ん
ど
が
道
真
の
手
に
よ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
宇
多
天
皇
の
「
博
士
」
道
真
の
面
目
躍
如
と
言

え
よ
う
か
」
と
評
価
し
て
い
る
。（
同
『
菅
原
道
真
：
学
者
政
治
家
の
栄
光
と
没
落
』、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
九
年
、
一
六
三
頁
）

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
福
建
省
社
会
科
学
基
金
青
年
項
目
「
中
国
文
学
対
日
本
平
安
朝
漢
詩
功
用
演
変
的
影
響
研
究
」（FJ2021C

047

）
の
成
果
の

一
部
で
す
。


